
B００１ｰ３ 生活習慣病管理料（Ⅰ）
（診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和６年厚生労働省告示第５７号）

B００１ｰ３ 生活習慣病管理料（Ⅰ）
（特掲診療料／医学管理料等）

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関（許可病床数が２００床未満の病院又は診療所
に限る。）※１において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者を除く。）に
対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治
療管理を行った場合に、月１回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号
Ⅽ１０１に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。

注２ 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号Ａ００１の注８に掲げる医学管理、第２章第１
部医学管理等（区分番号Ｂ００１の２０に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の２２に掲げる
がん性疼痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ００１の２４に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の
２７に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号Ｂ００１の３７に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管
理料を除く。）、第３部検査、第６部注射及び第１３部病理診断の費用は、生活習慣病管理料（Ⅰ）に含
まれるものとする。

注３ 糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。）に
対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年１回に限り所定
点数に500点を加算する。

注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準※１に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容
に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。

Ｂ００１ー３ 生活習慣病管理料（Ⅰ）
・月１回に限り算定できる

・２００床未満の病院、診療所

・患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活
習慣に関する総合的な治療管理を行った場合

・検査が包括される

１ 脂質異常症を主病とする場合 610点

２ 高血圧症を主病とする場合 660点

３ 糖尿病を主病とする場合 760点

【加算】 生活習慣病管理料（I）注３、４

血糖自己測定指導加算 500点 ・２型糖尿病の患者でインスリン製剤を使用していないものに限る
・年１回に限り算定できる

外来データ提出加算 50点 診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に
関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に算定できる

※１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準
告示：特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（令和６年３月５日 厚生労働省告示第５９号）
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準

（１）生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ) の注１に規定する施設基準：生活習慣病管理を行う
につき必要な体制が整備されていること。

（２）生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ) の注４に規定する施設基準：外来患者に係る診療内
容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

（３）生活習慣病管理料(Ⅱ) の注６に規定する施設基準：情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体
制が整備されていること。



B００１ｰ３ 生活習慣病管理料（Ⅰ）
（特掲診療料／医学管理料等）

留意事項

通知：診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
（令和６年３月５日保医発０３０５第４号）

1. 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に
関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に
基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっ
ての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が２００床未満の病院及び
診療所である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合的な治療管理
は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。なお、「Ａ
０００」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。

2. 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理
を行う旨、患者に対して療養計画書（療養計画書の様式は、別紙様式９又はこれに準じた様式とする。以下
同じ。）により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算
定できるものである。また、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計
画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、血液検査結果
を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共
有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記
載を省略して差し支えない。

3. 当該患者の診療に際して行った「Ａ００１」の注８に規定する外来管理加算、第１部医学管理等（「Ｂ００
１」の「２０」糖尿病合併症管理料、同「２２」がん性疼痛緩和指導管理料、同「２４」外来緩和ケア管理
料、同「２７」糖尿病透析予防指導管理料及び同｢３７｣腎臓病透析予防指導管理料を除く。）、第３部検査、
第６部注射及び第１３部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。

4. 生活習慣病管理料(Ⅰ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の
測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管
理に係る療養計画書（療養計画書の様式は、別紙様式９の２又はこれに準じた様式とする。）を交付するも
のとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患
者又はその家族等から求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね４月に１回以上は交付するも
のとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。また、血液検査結果
を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共
有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記
載を省略して差し支えない。

5. ２及び４について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画
書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の
作成及び交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、２のとおり、栄養、運動、
休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同
意を得ることとする。

6. 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について、当該管理料を算
定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。

7. 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
8. 患者の状態に応じ、２８日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該

対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、
患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。

9. 本管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、
患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力を行うこと。

10. 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。
また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科を標榜する保険医療機関への受診を促すこ
と。

11. 「注３」に規定する加算については、中等度以上の糖尿病（２型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使
用していないものに限る。）の患者を対象とし、必要な指導を行った場合に1年に1回に限り算定する。なお、
中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c（HbA1c）
がJDS値で8.0％以上（NGSP値で8.4％以上）の者をいう。

12. 「注３」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月２０回以上血糖
を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療
養計画に反映させること。当該加算は、血糖試験紙（テスト・テープ）又は固定化酵素電極（バイオセン
サー）を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、
血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用そ
の他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。



B００１ｰ３ 生活習慣病管理料（Ⅰ）
（特掲診療料／医学管理料等）

留意事項

通知：診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
（令和６年３月５日保医発０３０５第４号）

13．「注４」に規定する外来データ提出加算を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。
ア）厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」

（以下「外来医療等調査」という。）に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評
価したものである。

イ）当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料（Ⅰ）を現に算
定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。

ウ）データの提出を行っていない場合又はデータの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が
認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査
の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関の
データが提出されていない場合（提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提
出方法以外の方法で提出された場合を含む。）、提出されたデータが調査実施説明資料に定められた
データと異なる内容であった場合（データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。）を
いう。
また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降につい
て、算定ができる。

エ）データの作成は３月単位で行うものとし、作成されたデータには第１月の初日から第３月の末日までに
おいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

オ）イ）の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課
において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
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